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2024年11月28日
明治大学

職場のリアルから働き方を考える
第9回 多様な働き方：フリーランス



} 都立高校中退、北海道羅臼でタコをゆでる。

} 定時制高校に復学、卒業。

} ２００２年 早稲田大学商学部卒

} ２００２年 青年海外協力隊（ニジェール）

} ２００５年 あしなが育英会国際課

} ２０１３年 明治大学法科大学院卒

} ２０１５年 東京共同法律事務所（東京弁護士会）

} ２０１９年 早稲田リーガルコモンズ法律事務所
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2021年12月6日 東京都労働委員会
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} 2019年4月：距離・報酬ちょろまかし問題
} 2019年5月：ツイッターでユニオン結成を呼び掛け
} 2019年6月：第1回準備会
} 2019年8月：第2回準備会
} 2019年9月：第3回準備会
} 2019年10月：設立総会
} 2020年1月：事故調査プロジェクト
} 2020年3月：不当労働行為救済申立
} 2020年8月：厚労省に労災の要望書提出
} 2022年11月：東京都労働委員会で勝利命令
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Ø労働法とは、公正な労使関係を実現し、労働者の地位
向上を図ろうとする法律の総称。

Ø集団的労働関係法と個別的労働関係法の2つに大別さ
れる。

Ø集団的労働関係法とは、労働組合法のこと。

Ø個別的労働関係法とは、労働基準法、労働契約法、
最低賃金法等。

Ø労働市場には自由市場の価格決定メカニズムが働かな
いという問題（売り惜しみのきかない労働力という特殊な財を提供し
て対価を得て生活するがゆえに、相手方との個別の交渉においては交
渉力に格差が生じ、契約自由の原則を貫徹しては不当な結果が生
じるという問題）→労働組合の必要性
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Ø労働組合法は、憲法28条に基づく。
Ø憲法28条
「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動を
する権利は、これを保障する。」
→労働三権
①団結権、②団体交渉権、③団体行動権

Ø労働法の基本理念
労働者の団結を促し、労使の対等交渉による労働条件の向
上を支援。
それにより労働者の地位向上を図る。
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} 労働条件の最低基準を定めるのが労働基準法（１条２項）
} 労基法は強行法規（１３条）
} 労基法は、個別的労働関係法の基本法であり、労使の自由な交渉に
よっても下回ることを許さない最低基準を定める。

} 第１条第1項 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための
必要を充たすべきものでなければならない。

} 第2項 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労
働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはなら
ないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

} 第13条この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、
この法律で定める基準による。
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} （目的）第一条 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契
約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する
基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行わ
れるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資
することを目的とする。

} （労働契約の原則）第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場にお
ける合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。

} ２ 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとする。

} ３ 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとする。

} ４ 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利
を行使し、及び義務を履行しなければならない。

} ５ 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用
することがあってはならない。
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} （労働契約の内容の変更）第八条 労働者及び使用者
は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を
変更することができる。

} （解雇）第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を
欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、そ
の権利を濫用したものとして、無効とする。
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Ø ギグとは、単発の仕事のこと。
Ø単発の仕事をこなす非正規労働者
Ø インターネット上のプラットフォームと呼ばれる仲介サイトを通して
個人事業主（＝自営業者）として仕事を請け負う働き方。

Ø プラットフォームワーカーとも呼ばれる。
Ø プラットフォームエコノミーと呼ばれるが、事業者側は「シェアリン
グエコノミー」と呼んでいる。

Ø資産の取引はキャピタルプラットフォーム、労働の取引はレイ
バープラットフォームと呼ばれる

Ø キャピタルプラットフォームの代表例がエアビーアンドビー
Ø レイバープラットフォームの代表例がウーバー。他にも、ランサー
ズ、クラウドワークス、アマゾンフレックス、タスカジ（家事代行）、
くらしのマーケットなど。
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} フリーランス人口

2019年：306万人～341万人と推計
2020年には462万人

} ウーバーイーツの配達員などフードデリバリー配達員は15万7
千人

} 買物代行、引越し作業等、その他のあらゆるギグワーカーを合
わせるとギグワーカー人口は昨年の5倍、308万人に増加

} アメリカ：2017年ギグワーカー5500万人（全労働人口の
34%）。2020年、この割合は43%に上昇すると予測。
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} 労働者が雇用関係に置かれないために労働法が適用さ
れず、労基法、労組法の保護が受けられずに不安定な
働き方が広がり、労働者全体の労働条件が低下しかね
ない。

} 契約の一方的変更、契約の一方的解除（解雇）

} 使用者が労働者を業務委託に置き換え、雇用責任を免
れるという問題は、賃金の引下げ圧力が波及しうるという、
産業を超えた労働者全体の問題。

} 社会保険等を適切に納めている企業との不公正競争を
招く。

} 賃金の最低保障がない、
} 失業保険・労災保険・年金等の社会保障がない
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} 「シェアリングエコノミー」は、労働者を個人事業主とすることで、
労働組合を排除する。

} ハーリー・シェイクン教授（カリフォルニア大学バークレー校）、
「『シェアリングエコノミー』は、多くの場合、組合を回避するため
の経営者の戦略だ。ウーバーやリフトは労働者を個人事業主
と位置付けることで組合の結成を回避している。」
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} 団体交渉は、先進国において、包括的成長をもたらす重
要なツールである。アメリカにおいては、賃金格差を縮小さ
せるのに重要な役割を果たしていた。

} 労働者の賃金において、組合賃金プレミアム（union 
wage premium）は大きな割合を占める。特に低中所
得者層にとってその割合が大きい。
- “Report of the Commission on Inclusive Prosperity”, Center 
for American Progress, 2015年1月
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} ギグワーカー・フリーランスは、自営業者と扱われる。

} そのため、労働法が適用されない。

} よって、労基法、労働契約法、労災保険、雇用保険等
の労働法の保護が受けられない。

24

しかし、
本当に自営業者といえるのか？



自営業者

自律性

労働者

使用従属性

25

労働基準法不適用 労働基準法適用

②

① ③



} ①自律性の高い「自営業者」、②自律性が低いのに自営業
者とされている者、③自律性がなく使用従属性のある「労働
者」

} ①として、例えばラーメン屋など。事業設備を備え、人を雇い、
自分の才覚で客を集め、価格も自分で決める。

} ②として、ウーバーイーツ配達員などギグワーカー。仕事はプラッ
トフォームから。価格決定権なし

} 現在、「使用従属性」が認められれば労働基準法の保護が受
けられる（③）が、これが否定されるとなんの保護もない。

} つまり②の者に全く保護がない、１００か０かという二分論が問
題。
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} 法律上の「労働者」は２つ

・個別的労働関係法（労働基準法上の労働者）

・集団的労働関係法（労働組合法上の労働者）

} 立証責任が「労働者」に課せられているという問題

} 「労働者」と扱われていないが、真の自営業者ともいえな
い中間的存在の問題
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労働組合法

労働基準法
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労働基準法上の労働者
１ 使用従属性
（１）指揮監督下の労働

①仕事の依頼、業務指示に対する諾否の
自由の有無
②業務遂行上の指揮監督の有無
③拘束性の有無
④代替性の有無
（２）報酬の労務対償性
２ 補強要素
（１）事業者性の有無
①機械、器具の負担関係、②報酬の額
（２）専属性の程度
（３）その他

労働組合法上の労働者
１ 基本的判断要素
（１）事業組織への組み入れ
（２）契約内容の一方的・定型的決定
（３）報酬の労務対価性
２ 補充的判断要素
（１）業務の依頼に応ずべき関係
（２）広い意味での指揮監督下の労務提供、
一定の時間的場所的拘束
３ 消極的判断要素
（１）顕著な事業者性
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} 例えば、ウーバーイーツの配達員は労基法上の労働者には
当たらないかもしれないが、労組法上の労働者には当たる。

} ウーバー社は労組法に違反して、ウーバーイーツユニオンとの
団体交渉に応じていないため、ウーバーイーツユニオンは現
在東京都労働委員会に不当労働行為救済申立を行い、
会社に対する団交応諾命令を求めている。



} ②③の者が労働基準法、労働組合法の保護を受けよう
とする場合、自ら出訴し、「労働者」に当たることを立証し
なければならない。

} 労働者側に出訴責任と立証責任が課せられていることが
問題。

} ②の者は出訴、立証を試みても、最終的には敗訴して何
の保護もない。

} ただし、ウーバーイーツ配達員のように、②の者でも労組
法上の労働者性の争いでは勝訴する場合がある。
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} 「準労働者」というカテゴリーを設けて限定的な保護を及
ぼす（イギリス、ドイツ）。→労働者に出訴責任と立証責
任が課せられている点は変わらず。

} 立証責任を転換し、②についても原則「労働者」として保
護を及ぼす（アメリカ）。

} 労働者性の問題とせず、プラットフォームに各種の責任を
課す（フランス）。

} その他、労災保険法、最低賃金法等、個別法ごとに「労
働者」の定義を行うことも考えられる。
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} 2016年8月 フランス改正労働法成立 プラットフォーム
の社会的責任が定められた
①プラットフォームの労災保険料の負担
②働き手の職業教育費用の負担
③働き手の団結権、団体交渉権、団体行動権

} 2018年４月30日 Dynamex事件 カリフォルニア州最
高裁判所判決→AB5法が成立
・労務を提供し対価を得ている者は原則労働者と扱う。使用者が以下のABCを
立証した場合に独立契約者と認める。労働者性の立証責任を転換した。

(A) 仕事の遂行方法との関係において、契約上も実際上も、労働者が、使
用者の指揮命令から解放されていること。

(B) 労働者が、使用者の事業の通常の範囲外の仕事を遂行していること。
(C) 労働者が、使用者の事業と同種の、独立の商業、職業、事業を営んでい
ること。
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} ２０２１年２月、年内にギグワーカーの権利保護の立法を
行なうと発表。

} 職業訓練、男女平等、機会均等、雇用支援、賃金、雇
用条件に関する情報と解雇時の保護、社会的対話と労
働者の参加、ワークライフバランス、健康的で安全かつ適
応性のある労働環境、データ保護、失業給付、最低所
得、年金等を含むギグワーカーの権利保護の立法を行う
とした。

} ⇒ギグワーカーを労働法上の「労働者」と扱う方向での立
法（2021年12月7日 ロイター通信報道）
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} 「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するための
ガイドライン」（2021年3月、内閣官房、公正取引委員
会、中小企業庁、厚生労働省）

} 2021年6月、厚生労働省は、日本フードデリバリーサー
ビス協会と共に、ウーバーイーツ配達員等フードデリバリー
サービスの配達員を労災保険の特別加入制度の対象に
加えることを決定

} 2024年11月1日 フリーランス法（特定受託事業者に係
る取引の適正化等に関する法律）施行
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} フリーランスに対し、1ヶ月以上の業務委託をした場合、次の
７つの行為をしてはならない（５条）

} ①受領拒否
} ②報酬の減額
} ③返品

} ④買いたたき（通常支払われる対価に比し著しく低い報酬
の額を不当に定めること）

} ⑤購入・利用強制
} ⑥不当な経済上の利益の提供要請

} ⑦不当な給付内容の変更・やり直し
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} 立法のためには、立法事実が必要である。

} 社会運動による立法事実の積み重ね、及び団体交渉に
よる改善要求しか現実的なアプローチはない

} ウーバーイーツ配達員による労働組合＝ウーバーイーツユ
ニオンの結成

} 労働組合の結成により、団体交渉を行い、配達員も対
象となる民間保険の提供を求める。

} ユニオンが中心となり労災事故報告集を作り（立法事実）、
労災保険の適用を求める。

} 労災事件の裁判闘争（立法事実）
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} 「『シェアリング・エコノミー』とは、（インターネットの仲介によ
り）個人が保有する遊休資産（スキルのような無形のもの
も含む）の貸出しを仲介するサービス」（総務省「平成27年版情報通
信白書）

38

シェアリングエコノミー
の市場規模
（2025年には
33兆5000億円との
予測）

（出典）PwC
「The sharing 
economy - sizing 
the revenue 
opportunity」



} 企業と政府は、プラットフォームエコノミーについて、「シェア
リングエコノミー」という呼称を使い続けている。

} シェアリングエコノミーとは、遊休資産を限界費用ゼロで利
用することを指す。（ジェレミー・リフキン「限界費用ゼロ社
会」参照）

} よって、プラットフォームが手数料を徴収し、取引の度に費
用が発生するプラットフォームエコノミーをシェアリングエコノ
ミーと呼ぶことは誤りである。
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} シェアリングエコノミーは、「1億総活躍社会の実現等に資
するものであり、シェアリングエコノミーサービスの発展を政
府として支援」する。 （内閣官房）

} 平成29年1月1日、内閣官房、「シェアリングエコノミー促
進センター」設置

→「シェアリングエコノミー伝道師」任命（クラウドワークス社
員等）

} シェアリングエコノミー協会、シェアリングシティ認定制度ス
タート
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} プラットフォームエコノミーの最大の企業は、「ライドシェア」
事業を行うウーバー社。

} ウーバー社の時価総額は現在約7兆7000億円（700
億ドル）。ホンダ、GMを超える。

} 業界2位は、民泊を手掛けるエア・ビーアンドビー社。時価
総額は約3兆4100億円（310億ドル）であり、ウーバー
社の半分以下。

} プラットフォームエコノミー業界上位10社のうち、9社は「ラ
イドシェア」事業者。



雇用によらない労働力利用

} ウーバー企業評価額＝約700億ドル（7兆2300億円）
・社員数1万1000人
・登録ドライバー全米40万人、全世界110万人

} GM時価総額＝496億ドル（5兆1200億円）
・社員数21万5千人
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} 2015年、8％のアメリカ人（約1264万人（18歳以上）
（日本の労働人口の約2割に相当））がプラットフォームエ
コノミーで働いて収入を得た。

} 8％のうち、56％は、プラットフォームからの収入で生計を
立てていた。

} 56％のうち、57％は年収3万ドル以下、64％が非白人、
52％は高卒以下、39％がプラットフォーマーの被雇用者
と感じると回答。

} ピュー・リサーチセンター, “Gig Work, Online Selling and Home Sharing” 
2016年11月17日
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} 100万円未満6.9％、100～199万円11.5％、200～
299万円15.1％＝300万円未満33.5％

} 「『仕事を仲介する企業・サービスの利用』を顧客獲得の主な
手段とした層」→年収200 万円未満60％

} （例：「クラウドワークス」登録者80万人中、月20万円以上は111人）

} 働き手の不満

①収入が不安定、②収入が不十分、②スキルアップや成長
ができないため・将来の展望がもてない

・企業に望む改善点・「企業が取引先である働き手を業者扱
いせずに、対等なパートナーとして接すること」28.5％
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} 1980年代以前、経営側と労働側の均衡は保たれ、株
主は副次的存在。

} 1978年、401(k)解禁により年金資金が民間投資信託
会社により株式市場に流入→解体的企業買収
（Financializatioin=金融化）

} 大量解雇、組合組織率の低下
} ICT (information and communication 

technologies)の発達による労働の外部化

} 金融化とICT→株主資本主義（企業は株主利益の最大
化のために存在する）

} 株主資本主義の下では、雇用は創出されない。
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株主資本主義 （労働の外部化（アウトソーシング））

ウーバライゼーション （労働のジャストインタイム利用）

“Employment has shifted from the career, to the job, 
to the task” - Jerry Davis, “Capital markets and job creation in the 21st 
century” (The Brookings Institution, 2015年12月)

・David Weil, “The Fissured Workplace” (Harvard University Press, 2014年)

・井手英策、「経済の時代の終焉」（岩波書店、2015年1月）
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} 過去数十年、企業は利益を上げているが、その利益は年々
株主の利益として分配されるようになり、労働者はその恩恵を
受けていない。

} アメリカでは、組合の組織率が低下し、労働者は賃上げの力
を失った。大企業は、下請けを使い、多くの労働者が「個人事
業主」とカテゴライズされて、労働保護法制は有名無実化して
いる。

（“Report of the Commission on Inclusive Prosperity”, Center for American 
Progress, 2015年1月）
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“The end of all education should surely be 
service to others.”

― Cesar E. Chavez
(March 31, 1927 – April 23, 1993) 
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